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第４１回国土交通省政策評価会 

平成２９年６月２３日 

 

 

【成田企画専門官】  それでは、定刻でございますので、ただいまから第４１回国土交

通省政策評価会を開催させていただきます。 

 なお、工藤委員、白山委員、山本委員につきましては本日ご欠席との連絡をいただいて

おります。また、加藤委員でございますが、学内のご都合により多少おくれるとの連絡を

いただいております。 

 それでは、今回も政策評価に関する情報の公表に関するガイドラインにより、傍聴可能

な会場設定としており、会議冒頭挨拶まで写真撮影可としておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。 

 資料につきましては、資料一覧のとおりとなっておりますので、ご確認ください。また、

委員の方々のお席には本日の審議等に発言できなかった意見をご記入いただくための意見

記載用紙をお配りしてございます。 

 それでは、初めに冨永政策統括官よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたしま

す。 

【冨永政策統括官】  政策統括官の冨永でございます。第４１回政策評価会の開催に当

たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 上山座長をはじめ委員の先生方には、本日もご多忙のところご出席いただき、まことに

ありがとうございます。皆様には日ごろより国土交通省の政策評価の適切な実施のために

的確なご指導やご助言を賜り、重ねて御礼を申し上げます。 

 本日の政策評価会では、今年度に取りまとめます政策チェックアップについてご審議い

ただきます。この政策チェックアップは各府省の政策評価の基本となる評価方式でありま

すが、政府のガイドラインを踏まえまして、国土交通省におきましては前回の平成２６年

度から２年に一度評価書を取りまとめることとしています。本日は国土交通省の全政策分

野にわたる４４の施策目標と１４１の業績指標について、平成２７・２８年度の実績評価

についてご審議いただきますが、この後、評価書の案についてご報告いたしますので、委

員の皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと存じます。今回も熱心なご議論を賜りま

すとともに、今後とも国土交通省の政策評価の改善にご指導賜りますことをお願いし、ご
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挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【成田企画専門官】  ありがとうございました。 

 それでは、会議冒頭の写真撮影はここまでとさせていただきます。 

 今後の議事進行は上山座長にお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【上山座長】  それでは皆様、よろしくお願いします。 

 早速ですけれども、チェックアップの評価書について、事務局のほうからご説明をお願

いします。 

【成田企画専門官】  それでは、お手元の資料１から説明させていただきます。時間が

かなり限られてございますので、多少はしょって説明させていただくことはご了承いただ

ければと思います。 

 申しおくれましたが、私、企画専門官をしております成田と申します。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、資料１をごらんください。政策評価会の年間スケジュールとなっております。

丸の部分が政策チェックアップ関係になってございまして、前回、５月１２日に開催しま

した政策評価会では先生方に大変にお世話になりまして、この場をかりてでも、まことに

ありがとうございましたということを一言申し上げたいと思います。それに引き続きまし

て本年の今回の会議がありまして、今回の会議が終わりましたら修正等の作業が発生して

きますので、それを原課等にまたフィードバックして、最終的に８月の末の概算要求と同

じタイミングで評価書を公表するという段取りを考えてございます。現時点での予定では

ありますけれども、９月の下旬から１０月上旬にかけて４２回の政策評価開催の予定で、

その後、引き続き政策レビュー評価書のご指導をいただくことになってございます。年間

のスケジュールとしては現時点では今のところとなってございます。 

 それでは、資料２のほうに入っていきます。今回のチェックアップ評価ですが、今年度

は施策目標４４、業績指標１４１について評価するというものでございます。 

 簡単にこれまでの経緯について紹介させていただきます。まず平成１５年に政策チェッ

クアップの評価書を初めて公表しまして、そのときは１１３の業績指標項目について実施

してございました。翌年の平成１６年７月にはチェックアップに取り組むことを前提とし

た社重点を反映した評価書を公表されております。平成２０年８月には骨太２００７によ

り予算書と決算書の表示単位と政策単位を対応させて、施策目標を４６とする評価書を公
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表いたしました。それから５年後の平成２５年の１２月ですが、目標管理型の政策評価の

実施に関するガイドラインができまして、それにより政府全体として共通の政策評価実施

等を決定いたしました。 

 ページ、次に飛びまして、申しおくれましたが、その前の１ポツのところで言いたかっ

たことは、このようにチェックアップに含まれる内容というのは、社重点ですとか交通政

策基本計画ですとか、いろいろな計画が盛り込まれることになるんですということが申し

上げたくて、①のほうではそこを重点的に説明させていただきました。 

 続きまして、２ポツの最近の政策チェックアップ関係の状況とスケジュールについてで

ございます。平成２７年９月には第４次社重点計画の閣議決定がなされまして、２８年の

３月には住生活基本計画、全国計画ですけれども、が閣議決定、立て続けにこのような大

きな計画が策定されたということで、これらの計画には新たな指標が多く定められており、

そういった新しい指標も多かったので、業績指標の数を抑制しつつ、計画の内容を反映し

た見直しを行って、２８年度実施計画を策定しようという動きがございました。その後、

２８年８月には今申し上げたような２９年度の事後評価実施計画の策定を開始しまして、

翌年３月に最終的に確定ということで、１４１の業績指標項目となってございます。 

 次のページを見ていただきまして、３、評価結果概要をごらんください。こちらは前回

と今回のチェックアップ結果を評価区分ごとに整理したものでございます。区分の③と④

をごらんいただきますと、③は２８年を見ると相当程度進展がありまして、③はなかなか

割合が減っていないということで、④の「進展が大きくない」の割合が増えていることが

わかります。これに関して増える要因としましては、先ほど紹介させていただきましたよ

うに、直近に社重点ですとか交通政策基本計画ですとか住生活基本計画がリニューアルさ

れて、その見直すときに目標が高目に設定されていることが原因なのではないかと室内で

は議論しておりました。考えられることとしましては、先ほど紹介させていただいたよう

に、直近に社重点、交通政策基本計画、住生活基本計画がリニューアルされまして、目標

が高目に設定されたと考えられております。 

 次に施策目標の５段階評価の目安でございます。個々の業績指標の評価及び主要業績指

標の達成率で決まってくるものでございます。次ページ、３ページですけれども、今申し

上げたような施策目標の評価①から⑤までのイメージで示した、区分したものでございま

す。参考で以前の政策評価の区分も下のほうに挙げているんですけれども、それは次のペ

ージにあるんですが、ちょっとこれを見ていただきたくて、こういうふうになっておりま
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す。これまでの今回の業績指標個票のＡ、Ｂ、Ｎの内訳を整理してございまして、あとこ

れまでの業績指標の推移を並べていっているものでございます。一番下の２８年度の、こ

ちらは２９年度８月に実施する、これからの予定のものを記述されているところが今回チ

ェックアップの対象となるところでございます。具体的に申し上げますと、政策目標とし

ましては１３、施策目標としましては１４、業績指標個票としましては１４１、指標数と

しましては１９４となってございます。 

 その次に、ちょっと資料の見方が大分変わってくるんですけれども、資料３－１をごら

んいただければと存じます。資料３－１というのは各施策目標ごとにどういった評価が下

ったのかということが書かれてありまして、細かいところですと、そういう１から５段階

までの評価が下ったんだけれども、Ａ、Ｂ、Ｎに分解すると大体どれぐらいのものになっ

ているのかというのを示してございます。そちらの３－１の右に前回の２６年度のチェッ

クアップの評価と比較しているものがございます。ごらんいただければわかりますように、

横棒、横線ですとか、うまくいった場合は縦線ですとか、うまくいかなかった場合は下の

ほうに向いている矢印で示しているものでございます。ご参考までにお知らせいたします。 

 それでは、資料３－２をごらんくださいませ。３－２なんですけれども、こちらは施策

目標だけではなく、その下にぶら下がっている業績指標を事細かに記述したものでござい

ます。なので、３－１のより詳しいバージョンが３－２と捉えていただいて構いません。 

 その次に資料４でございます。ちょっとページが多くて、前後して大変恐縮なんですけ

れども、資料４でございます。資料４でございますが、図１は指標数の推移を示したもの

でして、横軸が実施計画年度になってございまして、この推移を見ますと、２１年度実施

計画が大きく伸びていると。いろいろ調べてみたんですが、そこからわかるのは、この時

期に、先ほどもちょっと触れたんですけれども、予算書と決算書の表示項目と政策評価の

個々の単位を対応したために、その後、リニューアル等で指標がさすがに増えてしまった

ので、徐々に減らしていこうという動きが起きてくるということになっております。例え

ば平成２５年度実施計画を見てみますと、関連指標がこのときに導入されました。一部、

多かった指標が関連指標に移動するということで、業績指標が減少しているというのが皆

さんごらんになればわかると思います。その後、平成２８年度には関連指標が名称が変わ

りまして参考指標というものになりましたが、そのタイミングでも参考指標に移動させた

もので、平成２８年度は業績指標が下がって関連指標が上がっているというふうになって

ございます。そして２９年度に至っているということになります。これがざっと図１の説
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明でございます。 

 その次に２ページ目、図２でございます。チェックアップなんですけれども、チェック

アップの指標の項目と社重点、交通政策基本計画、住生活基本計画との関係を明確に示し

たものでございます。社重点も交通政策基本計画も住生活基本計画も業績指標か参考指標

に入ることになっておりまして、チェックアップで事後的にチェックすることができるよ

うになってございます。 

 その次に図３をごらんください。図３は平成２７年度に４次社重点策定の際に大きく指

標を見直したときの変更点を記述したものでして、業績指標がそれまでの１６６から１３

９まで減ったということで大きく変わっております。 

 図４ですけれども、２８年度の実施計画と２９年度の実施計画の最終版の指標の比較が

並べられてあります。最終版の資料の比較が並べられております。このタイミングではな

んですけれども、特に大きな計画等の変更もないですので、ここは特段、マイナーチェン

ジですとか細かい修正はありましたけれども、大きな変化はなかったということで報告さ

せていただきます。 

 それでは、資料５の説明に入りたいと思います。よろしいでしょうか。資料５ですが、

「評価に際し総合的な考慮を加えた施策目標／業績指標の例」というもので、こちらの前

半の１ページから３ページで掲載されているものは省内の議論を踏まえたものとなってお

ります。他方、４ページ目は、Ａをつけるのは７割が目安ということなので、機械的にす

ればできるんですけれども、イレギュラーとして事務局のほうで厳しい評価をさせていた

だいて、原局と相談の結果、最終的にＢに落ちついたというものでございます。こちらに

関しましても先生方のご忌憚のないご意見をいただければと思ってございます。 

 それでは、１つずつ個別のケースを見ていきたいと思います。まず施策目標の９なんで

すけれども、一番初めの横の資料なんですが、施策目標の９がありまして、これは論点と

なるのは業績指標の３３、モーダルシフトに関する指標、具体的には内航海運による雑貨

の輸送トンキロについて議論するというものでございます。温暖化対策等の環境の保全を

行うためにトラックから船舶に転換するという指標です。ちなみに、達成率としましては、

こちらは５５％となってございます。 

 こちらで、別の資料になって恐縮なんですが、グラフを見ていただきたいと存じます。

お手元のこのようなグラフをごらんになることはできますでしょうか。済みません、ちょ

っとこちらの不手際で大変恐縮なんですが、グラフの１枚目と２枚目が逆になっておりま
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して、今見ていただきたいのは、一番初めに「モーダルシフトに関する指標」というとこ

ろが１枚目になるものを見ていただきたいので、よろしいでしょうか。不備等ございませ

んでしょうか。失礼いたしました。それで、グラフを見ていただきますと、こちらにまず

直線が引いてございます。この直線が何かといいますと、これは初期値と目標値を結んだ

ものでして、この直線上の実績を７割クリアしていれば目標年度には望ましい目標値を達

成できるという目安となっております。そういった直線なんですけれども、今の現状のデ

ータの動きを見てみますと、直線の下で、例えば平成２５年は３３０トンキロ、平成２６

年度には３３１、平成２７年度には３４０で推移しておるのが実績でございます。このよ

うな動きを踏まえると、先ほど申し上げていましたように、達成率が５４％になってしま

いまして、７割以下に実績値があるという状況なんですけれども、それで、もとの資料の

ほうに戻っていただきたくて、そこにうちの事務局の見解と、あとこれに対する原局から

の意見というのが挙げられておりますので、紹介させていただきます。 

 資料５なんですけれども、一番上に評価結果と判断根拠とございますが、こちらが事務

局の考えです。事務局としましては、目標に近い実績を示していないため、Ｂとすると考

えてございます。それに対しまして原局がどう考えているか、原局の見解ですけれども、

そちらが黒丸の下に書いてございます。多少は橋折りますが、原局の意見を述べさせてい

ただきます。内航海運による輸送トンキロは、２４年度以降、横ばい傾向だが、平成２７

年度には前年度２.７％の増加率となっており、この増加率を維持する場合、目標年度の３

２年度に先立って平成３０年度に目標を達成することになると。目標達成に向けては、こ

れまで船舶共有建造制度や租税特例措置を活用したモーダルシフトに関する船舶の導入促

進等を通じて推進を図ってきたところ、今後もこれらを継続するとともに、新たにモーダ

ルシフトに資する船舶の利用状況の一括検索システムを構築するなど、海上輸送へのさら

なるモーダルシフトの推進を図ることとしていると。現在、例えば海運モーダルシフトの

主要航路である関西から九州航路の上り便では積載率が９０％を超えているなど、現時点

ではモーダルシフト需要等に応えられていない状況にあると考えられるところ、現在判明

しているだけでも、平成２８年度から３０年度の３年間で、１３航路２３隻の船舶がこれ

らの措置を活用し、大規模化や船舶の純増を行う予定であり、１２万トンクラストラック

換算で約１,０５０台分の輸送力が強化、平成３０年度までに毎年少なくとも約３％の輸送

力増加がされる予定で、このことによって、これまで積み残されていた貨物の輸送が可能

となると。海運事業者においてもこのような輸送需要の取り込みに積極的に取り組んでい
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るところであり、かつ、このような積み残しの貨物の取り込みも可能となることで、平成

２７年度同様の輸送量の増加の継続が見込まれるということです。したがって、本目標は

現時点における達成が十分に見込まれるということで、指標は目標達成に向けた成果を示

しているとなっています。これに対して事務局としては、直近達成５５％で７割を切って

いるので、目安に従えばＢということになるんですけれども、最新の数字が上向きに改善

したら、これを見て評価を１つ上げるかどうかというところが迷いどころとなってござい

ます。これがまず事例の一つでございます。 

 時間の制約もあるので飛ばしていきますと、次に施策目標１８、船舶交通の安全と海上

の治安を確認する。業績指標のこれは６８で、航路標識の耐震補強の整備率の話です。先

ほどと同様にグラフを見ていただきたいのですけれども、グラフは先ほどのモーダルシフ

トのすぐ下にございます。グラフを見ていただきますと、真ん中に業績指標６８のグラフ

がありまして、２８年度、２９年度あたりで直線から下になっておりまして、推移してい

ることがわかると思います。それに対して事務局としては、航路標識の耐震補強の整備率

というのは目標に近い実績を示していないため、Ｂと評価すると考えてございます。それ

に対して原局の見解としましては、航路標識の耐震化の整備につきましては、整備計画を

立てて、目標年度、平成３２年度ごろまでに整備目標を達成すべく、計画的な整備を図っ

ていると。東日本震災を踏まえて非常災害時における東京湾での船舶交通の安全確保を図

るべく一元的な海上交通管制の整備を進めているため本計画各年度の整備の基数は異なる

が、平成２７年度、２８年度と計画に沿って着実な整備を進めており、目標年度には確実

に目標を達成するんだと、見込みであると、そういうことなので、本件については目標達

成に向けた成果を示していると考えられると意見が出てございます。この下にありますグ

ラフを見ていきますと、２９年度は整備基数としましては８基、３０年度は１２基、続き

まして、１２基、１２基と続きまして、最終年度には３２年度に１００％に達するという

ものでございます。それで、原局としては、直近の達成率は４１％なんですけれども、厳

しい予算の中で計画年度の後半に達成に向けて実施していくというふうにやっている、頑

張っているという主張がございました。それに対して事務局の考えとしましては、事後評

価実施計画は３２年度で設定されておりまして、内部計画であって、対外的にオーソライ

ズされていないものなので、４割の達成率で評価Bとしてもいいものかどうかということを、

先生方のご意見も参考にさせていただきたいと思っております。 

 次に施策目標の２０でございます。観光ですけれども、観光立国を推進するということ
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で、こちらは、まず原局としては、インバウンドの好調等実績値の順調な推移を受けて、

平成２８年３月に業績指標７９から８２について目標を上方修正している中でも、業績指

標８１については、旧目標を早期に達成したものの、新目標に対する実績値、達成率から

Ｂ評価とならざるを得ないと。その一方で、主要指標である７９と８０を含め、ほかの全

ての業績指標で目標達成に向けた成果を示しておりまして、施策目標全体としましては「目

標達成」と評価できると考えているということです。事務局としましては、好調なインバ

ウンドがあるのはわかっておりますし、そういった動きの中でインバウンドの拡大で２８

年度３月に上方修正。任期途中で目標が達成できないＢがありまして、施策目標は１つで

もＢがあると③か④ということなんですけれども、８１は主要指標ではないですし、あと

旧目標を達成して、そのほかに順調に推移していると鑑みると、今③となっているんです

けれども、②に総合的な判断としてしてもいいんじゃないのかと考えておりますので、先

生方のご意見もいただければと存じます。 

 次に、施策目標の１９でございます。細かくは業績指標の７１で外航海運事業者が運航

する日本船舶の隻数です。こちらなんですけれども、類似のケースとしまして、同じペー

ジの一番下にございます施策目標３２、指標としては１２３、建設業における社会保険等

加入率（労働者単位）というのがありまして、それと非常に類似しているので、それとあ

わせて説明させていただきます。まずグラフを見ていただきますと、１ページ目のグラフ

を見てください。そうしますと、まず指標７１は直線に対して下に推移していることがわ

かります。また、指標の１２３、社会保険料の話ですけれども、それもグラフは直線より

も下に推移しているということがわかります。まず指標の７１なんですけれども、原局か

らの見解としましては、業績指標については、施策の効果により目標に向けて継続して増

加しているし、目標年度ではおおむね目標値に近い水準となるものの、歴史的な海運市場

の低迷等の外部要因による影響があり、目標年度での目標値の達成は非常に厳しい状況に

あるので、Ｂと評価するとあります。また、１２３の似たようなケースに関しては、加入

率は上昇しているものの、目標値に比していまだ相当程度の差が見られることからＢと評

価したとあります。両者とも達成率が７５％、７０％を若干下回る程度のものなのでＡに

することも考えられるんですけれども、これらは目標年度までの残余年数、あと１年しか

残り目標年度までないというものですので、その間に、達成率７０％と言っていますけれ

ども、残りの３０％を着実に達成できるんですかと原局と相談すると、やはり厳しい状況

ということで、結果、Ｂにしたというものでございます。 
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 その次に目標の２４でございます。航空の話でございます。指標の８９、首都圏空港の

空港処理能力でございます。一番初めにグラフを見ていただきますと、直近のデータが２

７年度と２８年度なんですけれども、この２年間、実績は動いていないと。原局としては、

業績指標については２０２０年までに目標値達成のための取り組みは着実に推進している

と。ただ、実績値に変動はないので、Ｂとしたという見解でございます。事務局としまし

ては、この指標に関しましては、積み上げていって最終年度に実績がぼーんと上がるとい

う性質のものですが、この時点では実績がないということでＢとしましたということでご

ざいます。 

 残りの目標の３０番です。指標でいいますと１１４番です。社会資本整備・管理等を効

果的に推進するということで、情報通信技術、ＩＣＴを利用した建設施工技術を導入した

直轄工事がどれぐらいあるかということですけれども、例によってグラフを見ていただき

ます。そうしますと、直線の上で推移あるいは上向きになって動いている時期もあるんで

すが、直近の２７年度のデータを見ますと、かなりそれまでに比べて落ち込んでいるとい

う状況が見られます。原局のほうとしましては、２７年度の件数は９１２であり、全体の

工事発注件数が減少したことに伴って活用件数も減少したと推測しているけれども、そも

そも減少量が大きいので、Ｂと評価しますと上がってきてございます。しかし、こちらは

達成率が９９.３％と高い推移を示しておりますので、将来的には、過去の実績、トレンド

を延長すると、目標年度には達成できると見込まれると書いてございます。それに対して

事務局としましては、７割は超えているんだけれども、原局と同じように、直近データが

減っているので、ちょっと説明としては厳しいんじゃないのかということでＢにしてござ

います。 

 以上が資料５の説明でございます。 

 あとは参考資料ということで、総務省で今年の３月の末に目標管理型の改善方策という

ものが取りまとめられまして、各省庁に何かしてくださいというものではないんですけれ

ども、目標管理型をやる上でチェックアップの指標の設定ですとかそういったことが非常

に重要になってくるので、こういった改善方策があるので皆様ご参考までにご活用くださ

いというもので配付されております。この場でも過去に総務省の最新の状況を紹介してい

るものもありましたので、今回も同様に配付させていただきます。 

 大変駆け足で申しわけありませんでしたけれども、説明としては以上でございます。 

【上山座長】  どうもありがとうございました。 
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 それで、これ１個ずつ、全体論よりも個別の、今ご説明のあった資料５、これのそれぞ

れについて議論を先にしたほうがいいと思うんですけれども、順番にやっていったほうが

いいと思いますので、ご説明とは逆に、記憶のフレッシュな順にやったほうがいいかなと

思いますので、通信情報技術です。業績指標１１４番、これから行きたいと思いますけれ

ども、これ、委員がコメントを言う上で、私はこの机の上にある分厚い冊子、これもあわ

せて見ると早いように思うんです。今のご説明で聞くことはわかったんだけれども、それ

以外に分厚い冊子にかなりいろいろなことが書いてあって、これもあわせて議論したほう

が効率的かと思いました。それで、時間がないので私のほうから最初に申し上げると、い

ずれのケースも微妙な話なので、絶対こうだというように誰も断言できないんじゃないか

と。それで、過去からのトレンドとか指標の妥当性とか、あるいは周辺のほかの指標の動

きとか、そういうものも見て最終的に考えればいいんじゃないかと思いますけれども、事

務局と原局だけでどうも決め打ちしにくいということであれば、我々の意見も参考にして

いただければという意味で、各自それぞれ思うところを述べればと思います。 

 それで、ちょっと話は戻りますが、１１４ですけれども、これは私素朴に思ったのは、

全体のそもそも工事の件数が何件なのかと、それの何％がＩＣＴ利用なのかというパーセ

ンテージ目標設定を本来するべきであったのではないかと。年によって工事の数が増減し

たりするし、実際これは減っているということもあるので、事務局のほうで比率をお出し

になったらどうかと思うんです。比率が着実に伸びていれば、やっているのねということ

になるんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりは調べましたか。 

【成田企画専門官】  済みません、そこまで詳細な情報というのは。確認はしたんです

けれども、そういったものがないと。 

【上山座長】  工事の全体数はあるはずですよね。 

【成田企画専門官】  はい。 

【上山座長】  工事の総数をＩＣＴの実績で割り算すればいいと思うので、それを見て

トレンドが上に向いていれば、これはおのずとやらざるを得ない流れなので、性善説でオ

ーケーにしたらどうかと思うんですが、数字を見ないと何とも言えない。流れとしては平

行線より上に行っていますから、頑張っているのかなと思うけれども、今年がぐっと落ち

ているので、やはり比率も見ないといけない。あと、もっと厳密に言うと、ＩＣＴといっ

てもいろいろな性格がある。異常値の扱いというのは結構掘ってごりごり見ないとわから

ない。あと、来年どうなりそうか。工事の基本計画とかはもうあるはずなので、来年の予
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測もできるんじゃないか。そのあたり、ちょっと事務方で追加情報を収集した上で判断さ

れたらどうかと思いますが、私は性善説でいってもいいんじゃないかという気がします。

ほかの方、どうでしょう。どうぞ。 

【佐藤委員】  佐藤です。これ、目標値、業績指標はまず各部局でつくっているわけで

すけれども、ただ、政策評価局さんのほうで、こちらのほうでやはりいろいろとほかのと

ころも見ているわけですから、目標値を設定するときに、今言った件数よりは割合のほう

がいいよねとか、何らかのサジェスチョンはされたほうが親切かなという気はするんです

けれども。逆に質問なんですけれども、これはほかに下がったところ、業績指標はないん

ですか。このような形でがたっと下がってしまったとか、今年。伸び悩んでいるのは、や

っていないからですけれども、航空処理能力のところでゼロ％というのがありますが、ほ

かは下がっていないと思っていいんですか、業績指標自体。これ全部見るのもあれなので。 

【上山座長】  絶対値の下がったもの、傾向が悪くなったものですよね。それはあるの

かということですね。 

【佐藤委員】  そう。 

【上山座長】  工事件数に影響を受けるようなほかの指標があったりすると、参考にな

るかもしれない。 

【佐藤委員】  件数で結構あったりするのかな。そうそう。だから、やはり目標値を件

数にしていると、何かこういうぶれが出るケースというのがほかにもあるのかと、それだ

けです。今調べると時間がない。 

【上山座長】  では、時間がないので次に行ってしまいますよ。 

【佐藤委員】  もしよろしければ確認いただければ。 

【上山座長】  ほか思いついたら意見記載用シートに書いていただいて、あるいは後で

時間があったらまた戻りますけれども、次、空港、業績指標８９番ですね。これは私は、

この分厚い資料を見ると、何にも説明していないですよね。２１２、２１３、新聞に書い

てあることすら書いていない感じがします。だから、どうせ増えるんだというのはいろい

ろな人がもうご存じだと思うんだけど、そういうことぐらいここにちゃんと書いたらどう

かと。ですよね。なので、そもそも説明不足だと思うんです。説明がないままであれば、

これはＢですよね。説明をきっちりすれば、伸びるということがかなり実証できるのであ

れば、それでＡになるんじゃないかという気がするんですけれども、いかがでしょう。い

ろいろな努力をしても達成しない可能性もあるから、ちゃんと数字を、予測値を出さない
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といけないと思うんです。何をしたらこれだけ伸びて、何をしたらこれだけ伸びて、予算

がついたら伸びるけれども、つかなかったら伸びないとか、協議が整えばいいとか、いろ

いろな要素があると思うんですが、要素分解して思い切ってちゃんと情報公開するという

ことではないかと思うんですけれども。 

【成田企画専門官】  はい。 

【上山座長】  いかがですか。田辺先生、この領域はどうですか。 

【田辺委員】  座長の意見と私は一緒でありまして、きちっと説得的なデータというの

を出して、それで了解できるというんだったら別にＡでも構わないという感じはしており

ます。こっちのＩＣＴ等のところ、ちょっとやはり２０２０年まで直轄の工事ががんがん

増えるとは個人的にはあまり思えないようなところもあるんですが、そういうところを踏

まえて、あと指標の工事件数の絶対数もむしろパーセンテージとかそういうほうがいいと

いうこともありますので、そこはやはり原課とやり合って、ある程度の了解をとっていた

だければということでございます。特に今回、２０ぐらいの全体の中で半分ぐらいがＢと

つけていますので、そんなに、Ｂをつけられたから圧倒的にひどいという感じでは必ずし

もないので、そういうライン等も考えて設定していただければと思っております。 

【上山座長】  次は戻って７１番です。外航海運事業者、分厚いのでいうと１７１ペー

ジです。これも件数で見てしまっているからいろいろな無理が出てくる。あと、１７１ペ

ージを見て思ったのは安全保障。非常時に日本、国民生活を維持するために最低４５０隻

必要ですとある。経済状況と関係のない目標値として４５０というのがもともとあって、

それで高目の目標になっている気がする。そこら辺ちょっと確かめていただきたい。平成

２９年の目標値は２６２ですが、４５０を目指して頑張るということがあった上でこの目

標値になっている可能性がある。あと絶対数にどれだけ意味があるのかと。船が大きけれ

ばたくさんものが運べるし、隻数というのはよくわからない。 

【加藤委員】  ここに限らず、全体的に説明が不足しているという印象を持ちました。

また、件数や隻数のデータで説明することの意図がよくわからなかったです。これは非常

時のときに日本船舶が多いほど対応しやすいということだと思うのですが、それを言いた

いのならば、絶対数よりも日本船舶の比率のほうがいいのかもしれません。あるいは隻数

ではなく運搬する荷物の量や金額のほうが望ましい可能性もあります。いずれにせよ指標

についてはもう少し工夫の余地があると思いました。基本的には、座長と同じ意見です。 

【上山座長】  次、モーダルシフトです。業績指標の３３番。これは長年全然進まない
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と言われていたものなんですが、最近動きがあるのはご承知のとおりです。これも指標が

トンキロになっていて、景気がよくなれば達成できてしまう。どうもいろいろな記述を総

合すると、景気の要素で伸びるというのと、あとは荷物がほんとうは海運に行きたいんだ

けれども、船が足りないから陸に回っているみたいな説明になっているんですが、そうい

う説明が、個別指標のほうの資料６－２の８３ページにあまり書いていない。それで、８

５ページを見ると、いろいろなモーダルシフト事業をやっていますと書いてあるんだけれ

ども、この辺の事業が船の量を増やすのにどれだけ貢献している、全体の船の量と照らし

てどれぐらい意味があるのかよくわからない。それから、あとそもそも、一体どんな事業

かがよくわからない。普通の船で運んでもいいのか、それとも特殊な船で運ぶとどこにい

いことが起きるのかとか、それがよくわからない。目標値の設定からすると、船で運べば

いいんだとなっている。あと雑貨というのがなぜ雑貨が大事なのかよくわからない。もっ

とほかのものもいろいろあるような気もする。そういう意味で雑貨の輸送トンキロの絶対

数が伸びているというのは長い目で見ると非常に意味があるけれども、経済成長率とか船

舶が運んでいる比率とか、そういうものとの比較論で見ないとわからない。 

つまり、絶対トンキロ数の伸びだけで達成率何％としていいのか判断し切れない。そう

いう意味で、個別指標がたくさん書いてあるけれども、８４、８５ページで要因分析をち

ゃんとやっているのかというところです。やってわかっておられるんだったら頑張ってい

るけれども、要因分析がなく、今ある記述だけだと、なかなかこのまま目標を達成すると

は言いがたいような気もします。３２年は、大分先ですし。 

【佐藤委員】  これですけれども、海上輸送と鉄道と２つありますよね。ただ、ある意

味どっちも伸び悩んでいるので、この段階ではいいのかもしれないですけれども、ただ、

逆に両者、ある種代替関係があるので、海上輸送のかわりに貨物が伸びる可能性だってあ

るし、貨物というか、鉄道が滞ると内航海運のほうに回ることもあり得るので、これは両

方をある種それぞれ目標に設定しているというのは、はかりやすいからというのはあると

思うんですけれども、ただ、両方同時に達成するということはあり得るのかなと。ある種

競合関係じゃないですかと言われたらどうなんですか。 

【成田企画専門官】  確かに競合関係といえば競合関係とは思いますけれども。 

【上山座長】  基本はトラックからの乗りかえを想定しているんだとは思いますね。 

【佐藤委員】  トラックからの乗りかえですよね。でも、運ぶものは近いですよね。 

【上山座長】  だから、トラックがどれだけ減ったかとか、そっちを見たほうが。 
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【加藤委員】  結局のところ、近年のドライバー不足が決定的な影響を与えていて、荷

物は増えているんだけれどもトラックで運べないから、仕方なく鉄道や船に回っているの

が実態なのではないかと考えられます。そういう意味で、モーダルシフト政策のおかげで

こうなったという説明には疑問があります。ただし、グラフを見ると平成２７年でぐいっ

と上がっているようにも見えるので、それほど否定的になる必要はないのかもしれません。

以上のようなことを考え合わせると、私としてはＢ評価が妥当だと思います。 

【上山座長】  次は指標の６８、航路標識、耐震補強です。これは分厚い資料の１６４

ページに絶対数が出ていて、これを見ると、平成２６年が１７９基、全部で２２９基の対

象があって、出発が平成２６年度１７９基なんです。だんだん増えてはいますが、２７年

度１８３、２８年度１８５ということは２個しか工事しなかった。２６年－２７年も４基

しか工事しなかった。ですから、このペースだと追いつかないと普通は考える。一方で、

次のページを見ると、金額があまり大きくなくて、４,７００万円。だったら、もうやった

らいいだけじゃないですかという気がちょっとしてしまう。これは、航路標識の全体予算

の中で何を優先するかかもと。あとこっちのもう一個の資料の個別施策の２８番。船舶交

通の安全、海上治安の、これを見ると、航路標識以外にも参考指標がある。資料６－１の

３３ページを見ますと、下のほうに参考指標がある。これを見ると、自立型電源とか波に

強いとかＬＥＤとか書いていて、こっちはそれなりにやっている。だから、優先順位の問

題であるとしたら、できていないものはできていないので、ばさっとＢで、あとは保安庁

の中で真摯な議論を期待するというようなことでいいんじゃないかと思います。皆さんは

どうでしょう。やったらできるんじゃないかという気がする。しかしできない理由も書い

ていないから情報公開が足りない。１６４、１６５ページを見事情も書いていないし、頑

張れない理由、言いわけも書いていない。だから、基本、もっと説明してくださいという

ことです。これ全部について言えますけれども、分厚い冊子に書くべきことが書けていな

い。分析ができていないので、個票のところ、特に今日問題になったところは相当充実し

て説明していただく必要がある。それなしでＢからＡというのはあり得ないんじゃないか

と思います。 

【成田企画専門官】  はい。 

【上山座長】  いかがでしょう。何か事情があるんだったら、そう説明してもらえばい

いんですね。特殊な工事だから事業者が足りないとかあれば、そう言えばいいのだが、そ

れも言っていない。 
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 次は、観光立国、業績指標８１番です。これはご意見ある方、どうぞ。 

【田辺委員】  １点だけです。これ、ほかのは、７９、８０、それから８２、８３とい

うのは、要するに日本全体の来たところの問題という形になっているんですけれども、こ

の８１だけ地方にどれだけビジットしたかと、ある意味地方創生とかそっち絡みのちょっ

と違う目標になっていますので、これが全体の観光立国の中でどういうウエートを持って

いるのかということをちょっと議論しないと難しいところがあろうかと思います。観光立

国が長期的には例えば地方創生の手段の中で非常に大きな役割を持っているとするならば、

このまま、大丈夫かなという感じもしないでもないので、全体としてはこれはうまくいっ

ている、少なくとも日本に入ってくるというところだけ見たときはうまくいっているとい

う感じはするんですけれども、やはり政策のウエートと、それから８１のところだけ色彩

が若干違いますので、これが非常に大きなウエートになっているとするんだったらちょっ

と②評価というのは厳しいかもしれませんけれども、地方は５分の１のウエートだという

んでしたら②にしても私は構わないという判断でございます。 

【上山座長】  私も、これは地方のやつは難しいと思うんです。ちなみにクルーズ船で

小樽の沖に泊まると、地方での宿泊になるんですか。 

【事務局】  今の数字には入らないです。 

【上山座長】  宿泊施設ですよね。だから、そういう意味ではクルーズ船がどんどん増

えてインバウンドの数自体は飛行機とは限らないという時代。クルーズ船で泊まる人がど

れぐらいいるのかというあたりの分析も必要だし、それから地方に行ったときに、これは

実際に数を上げようと思うと、今田辺先生がおっしゃったとおり、供給体制の整備の問題

とか、結構やることがいっぱいあると思う。そういう意味でいうと、誰がどんな努力をす

ると指標が達成できるのかということについての分析が足りない。結局あまり行っていま

せんとか、ゴールデンルート以外はどうしたこうした、ほとんど書いていないですね。Ｐ

１９６、Ｐ１９７を見ても。これもだから、まさにそもそも地方に外国人が行くというこ

とが目的は何なんだとか、あるいは行って何していただく。宿泊と書いてあるから、飲食、

宿泊、お土産でお金を落としていただきたいというのははっきりしているんだけれども、

もうちょっと、なぜ地方なのかとか、そのためには自治体が何するべきかとか、あとＪＮ

ＴＯが自治体と連携してどんな事業をしているのかとか、さらにどんな工夫が要るのかと

か、そういう振り返りがあまりないですよね。ないままに未達だったら、これはＢじゃな

いかと。どうでしょう。 
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【佐藤委員】  私も、例えば今、訪日外国人旅行客はおのずから増えていて、それは申

しわけないけど、観光庁の努力というよりは民間の努力の面があって、当たり前ながら。

やはり、これはあくまで政策評価、誰の評価をしているかというと、別に観光事業者を評

価しているわけではなくて、観光庁さんの施策を評価しているわけですから、だとすれば、

本来もっと政策がなければいけないエリアというのがあって、放っておけばゴールデンル

ートは、要するに東京とか京都なんて放っておいたって外国人はこれから来るわけですし、

もう既にある程度インフラはできてしまっているわけなので、だとしたら、これから政府

としててこ入れしなければいけないのはどこですかと言われたら、やはり地方が、いいの

かどうかわからないです。でも、一つの選択肢は地方なわけですよね。だとすると、本来、

公共政策として手を打つべき地方のほうでなかなか観光客が伸びていないということは、

これは観光庁の政策としてどうかというのは問われると思うんです。やはり、申しわけな

いけれども、京都、東京はもういいと思うんです。だって、来ますから、それは政府は何

もしなくても来るから、規制緩和だけちゃんとやっていればいいだけですから、ですから、

そう考えると、私もちょっと③かなという気がするんです。５分の１ではあるけれども、

この１が本来政府のやる仕事なんじゃないですかという観点からいえば。 

今回、総務省の５段階の評価ですよね。だから、これは②にはならないんじゃないかとい

うことですよね。③のほうですよね。定義に従ったほうがいいと思うんです。 

【上山座長】  単純に言うと、達成していない。 

【冨永政策統括官】  先ほどの説明を補足いたしますと、業績指標８１については達成

率が６３％であることからＢとしたいということと、他方で、この指標は今回の評価対象

期間である２７年、２８年において、２７年中に１年前倒しで従来の目標を達成し、翌２

８年の３月に目標の引き上げを行っております。施策目標の評価の目安としては、業績指

標に１つでもＢ評価があると③以下になるというのが原則ではありますが、従来目標を早

期達成していること、加えて、この指標は主要指標ではなく、他の４指標は主要指標を含

め全てＡ評価であるということを総合勘案すると、②ということもあるんじゃないかと考

え、先ほど説明申し上げたところでございます。 

【上山座長】  これはちょっと済みません。私はさっき見ていなかった。資料６－２の

差しかえ版のほうの資料の１９７ページにクルーズ船だとか、もうちょっとさっきより詳

しい分析が書いています。だから、もうちょっとは掘り下げておられるが、でも因果関係

の分析ができていない。地方にとっては非常に大事なことなんだけれども、あまりちゃん
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と分析されていない印象は依然変わらない。もう少し掘り下げられたほうがいいんじゃな

いかと思います。 

 次行ってよろしいですか。保険ですよね。建設事業者、施策３２番、指標１２３、分厚

いやつは２９０ページです。これについてはＢ、いまだ相当程度の差が見られることから

Ｂと評価した。達成率は６９。しかしこれは本来１００だと思うんです。そういう意味で

は、堅調に推移とされていますが、２９１ページの分厚い資料の記述そのものが楽観的過

ぎないかと。堅調に推移しているが、そのままでは目標値への到達が難しい。日本語とし

てどうなのかという疑問もあります。なのにこんな状況ではだめだという何か強い危機感

といいますか、当事者意識というか、そういうものがあまり感じられない。これは今日見

たケースの中では一番深刻といいますか、問題じゃないかと。トレンドを見ても、明らか

にこれは毎年乖離し続けていますよね。これはどうなんだろうなと私は思いますけれども、

ほかの方。 

【佐藤委員】  あと１年しかないので、多分目標達成は無理というのがまず現実として

あるということと、おそらくますます難しい業者が残っているんだと思うんです。いわゆ

るブラックが。だから、これまでのトレンド、つまりこれまでのやり方でそのまま時間と

ともに目標が達成されるということは多分ないし、おそらくそれは目標年数を平成３０年

以降に移したとしても変わらないと思うんです。ブラックはどこまで行ってもブラックで

すから。ですから、本来そういう分析がほんとうは欲しいんですけれども、やはりやり方

を変えるしかないと思うんです。だから、これまでのトレンドというのは、つまり、これ

までのやり方というのが前提で、そのトレンドを今変えろと言っているわけですから、こ

の問題は結構シリアスですよね。今、建設業界全体で。ですから、やはりこれは根本的に、

今、例えば工事の発注なんかでも必ず社会保険に入っているかどうかとか調べるようにし

ていますけれども、瑣末な民間の受注もあるので、公共発注だけではないので、やはり民

間に関しても、民間の事業者に対しても、工事を発注するときは必ず社会保険に入ってい

ることを確認させることと、入っていない人間はもともと契約しちゃだめだよとか、その

ぐらいの厳しいことをやらないと無理ですよね。そういう意味で、スタンスの、政策の変

更を求められている分野だと思いますけれども。 

【上山座長】  ほかの方、よろしいですか。 

 それでは、お約束の４時１５分になりましたので、あとまだ何かあるかもしれませんが、

紙のほうに書いていただくということで、それでは事務局のほうに戻したいと思います。 
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【冨永政策統括官】  大変貴重なご指摘、ありがとうございました。ご指摘いただいた

中には私どもも担当部局に対してデータを求めていたものもあったのでございますが、本

日までに回答が間に合わずに、不十分な形でしかお示しできなかった点はおわびを申し上

げたいと思います。 

 もう一点、目標自体がそもそもどうかというご指摘も多々いただきましたので、これは

次期３０年度の事後評価実施計画の策定に向けて目標の検討をしてまいりますので、その

中でいただいたご意見を踏まえて議論を進めていきたいと思います。 

【成田企画専門官】  それでは、本日のご意見を踏まえて、また各局への事実確認や各

局への意見、今後公表されるデータ等も踏まえて評価書の修正等の調整を進めてまいりま

す。 

 政策評価の議事録については、先生方にご連絡いただいた後、ホームページで公表され

ます。 

 なお、資料につきましては、大部にわたりますので、お席に置いていただければ後ほど

郵送させていただきます。 

 本日はご多忙の中、誠にありがとうございました。 

 


